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一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
十
三
号

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
三
年
三
月
二

十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
す
る
図
書
類
（
雑
誌
）
の
名
称
及
び
発
行
所

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

発
　
　
行
　
　
所

別
冊
　
週
漫
ス
ペ
シ
ャ
ル
　
２
０
１
１
　
４
月
号

㈱
芳
文
社

Ｂ
Ｏ
Ｙ，

Ｓ
ピ
ア
ス
　
２
０
１
１
　
３
月
号

㈱
ジ
ュ
ネ
ッ
ト

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル
　
２
０
１
１
　
４

㈱
宙
出
版

Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
Ｒ
　
Ｂ
Ｅ
×
Ｂ
Ｏ
Ｙ
　
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
　
団
地
ヅ
マ

リ
ブ
レ
出
版
㈱

観
察

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
　
２
０
１
１
　
４

㈱
鉄
人
社

Ｓ
ａ
ｍ
ｕ
ｒ
ａ
ｉ
　
Ｅ
Ｌ
Ｏ
　
２
０
１
１
　
４

イ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
㈱

Ｇ
・
Ｔ
・
Ｒ
　
Ｄ
Ｘ
　
実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
４
／
５
増
刊

㈱
大
洋
図
書

二
　
指
定
す
る
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
又
は
甚
だ
し
く
粗
暴
性
を
助
長
す
る
等
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を

阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
十
三
号
の
二

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
木
戸
土
地
改
良
事
業
共
同
施
行
施
行
委
員
長
宮
澤
正
樹
か
ら

認
可
申
請
の
あ
っ
た
下
木
戸
地
区
の
換
地
計
画
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を

縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

市
川
三
郷
町
役
場

四
　
異
議
申
出
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
五
月
六
日
ま
で

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

三
月
二
十
二
日

号
外
第
二
十
一
号

火　曜　日



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
一
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日

二


